
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

開催日時 令和6年6月28日（金）午後3時30分

開催場所 名古屋高等裁判所12階大会議室

出席者 別紙出席者名簿のとおり

議事の経過及び結果

承認を求める事項

次の事項について、出席者全員異議なく承認した。

１
２

３
４

第
第

第
第

Ⅱ

（1）裁判官の配置の定めの一部変更について ・

別添の裁判官会議資料第1の1に記載のとおり

（2）裁判官に差し支えがあるときの代理順序の定めの

別添の裁判官会議資料第1の2に記載のとおり

2 報告事項

次の事項について、報告を受けた。

（1）事件の回付について

別添の裁判官会議資料第2の1に記載のとおり

（2）裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第2の2に記載のとおり

（3）各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の3に記載のとおり

（4）裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資料第2の4に記載のとおり

（5）裁判官以外の裁判所職員の昇格等について

別添の裁判官会議資料第2の5に記載のとおり

（6）その他

別添の裁判官会議資料第2の6に記載のとおり

きの代理順序の定めの一部変更に 劃ついて



令和6年7月 3 日

議事録作成者

裁判所事務官

議 長

高等裁判所長官
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(金沢支部）

構成員以外の者 事務局次長

亨
太
明
人

坂 口
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鈴 村
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民事首席書記官

刑事首席書記官

総務課長

正
康



令和6年6月28日（金）開催

名古屋高等裁判所

裁判官会議資料
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第1 承認を求める事項

1 裁判官の配置の定めの－－部変更について

（1）令和6年2月23日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新旧

l 本庁

刑事第1部

裁判長 判
判

1 本庁

刑事第1部
裁判長 判

事
事 愼 治

典 晃(兼務）
杉

吉
杉 山 愼

吉 村 典
後 藤
入 江 恭
谷 口 吉

山
_↓－4－

↑､」

治

晃(兼務）
隆

子

伸

事
事
事
事
事

事
事
事
事
事
事
事
事

１
１
１
１
１

８
１
１
１
１
１
１
１
１

半
半
半
半
半

立
口
半
半
半
半
半
半
半
半

判
判

事
事事 入 江 恭 子

事 谷 口 吉 伸

事 吉 村 典 晃
事 長谷川 恭 弘

事 杉 山 愼 治
事 片 田 信 宏
事 田 邊 三保子

６
１
１
１
１
１

立
口
坐
ｌ
半
半
Ｔ
半
半

特 別

裁判長
特 別

裁判長 吉 村 典 晃

長谷,川 恭 弘
杉 山 愼 治
片 田 信 宏

田 邊 三保子
後 藤 隆
山 本 万起子

澤 村 智 子

治
宏
子口
木

ノ
列
‐
ｌ

愼
信
三

判
判

事
事 本
村

万起子
智 子

山
津
’十一I

１
１

次のとおり変更した。（2）令和6年2月27

〔第1 裁判官の配置］

日から

新|日

l 本庁

民事第4部
1 本庁

民事第4部
裁判長 判

判

判

判

事 筒 井 健 夫

事 金 谷 和 彦
事 内 山 真理子
事 飯 塚 隆 彦

'裁判長 事 中 村 さとみ
事 金 谷 和 彦
事 内 山 真理子

事 飯 塚 隆 彦

判
判
判
判

’
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（3）令和6年3月8日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新旧

’ 一
1 本庁

刑事第2部
裁判長 判

判

1 本庁

刑事第2部
裁判長 判

判

判

判

判

事
事

邊
村 三保子

典 晃（兼務）
事 田 邊
事 吉 村

事 後 藤
事 細 野

事 海 瀬

三保子

典 晃（兼務）
眞知子
高 広

弘 章

田
吉

声
尹
壼
尹

細
海

高
弘

広
章

１
１

主
ｌ
北
干

野
瀬

’

（4）令和6年4月1日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕
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Ⅱ
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６
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１
Ｉ
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１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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ｌ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４

新旧

1 本庁
民事第1部
裁判長 判

判

判

判

l 本庁

民事第1部
裁判長 判

判

松
加

事
事

村
藤

徹
祥事 松 村 徹

事 入 江 克 明
事 溝 口 理 佳
事 本 松 智

員

子
智

已糸盲
《

判 事
判 事

石 川

本 松

民事第2部
裁判長 判 事 長谷川 恭

判 事 上 杉 英
判 事 寺 本 明
判 事 舟 橋 伸
半ll 事 亀 村 恵
判 事 久 田 淳

１
１
１
１
１
１

立
口
主
‐
止
十
北
干
叩
干
韮
‐

民事第2
裁判長

弘
司
広
行
子
一

事 長谷川 恭 弘

事 上 杉 英 司
事 寺 本 明 広

事 亀 村 恵 子
事 久 田 淳 一

民事第3部
裁判長 判

判

判
判

民事第3部
裁判長 判

判

判

判

事 片 田
事 山 本

事 鈴 木
事 三 橋

信 宏
万起子

幸 男
泰 友

田
本
橋
原

片
山
三
大

事
事
事
事

宏
子
友
治

起

信
万
泰
哲

民事第4部

裁半ll長 判
判

民事第4部
裁判長 判

判

中
金

事
事

村
谷 さとみ

和 彦

事 中 村
事 金 谷

み
彦

ル
」

さ
和

一 ワ 一
合



真理子
隆 彦

事 松 井判 事 内 山
判 事 飯 塚

判 洋

事 飯 塚 隆判 彦

刑事第1部
裁判長 判 事 杉 山 愼

判 事 吉 村 典

判 事 大 村 泰
判 事 入 江 恭
判 事 谷 口 吉

判 事 松 田 克

刑事第1
裁判長

１
１
１
１
１

立
口
半
半
半
半

事 杉 山 愼 治
事 吉 村 典 晃（兼務）
事 入 江 恭 子

事 谷 口 吉 伸

ｼム
1口

晃（兼務）
平

子

伸
之

刑事第2
裁判長

部

判 事 田 邊
判 事 吉 村
判 事 細 野
判 事 山 田
判 事 海 瀬

刑事第2部

裁判長 判 事 田 邊
判 事 吉 村
判 事 細 野

判 事 海 瀬

三保子
典 晃（兼務）
高 広

弘 章

三保子

典 晃（兼務）
高 広

順 子
弘 章

部

判 事 吉 村 典 晃
判 事 長谷川 恭 弘
判 事 杉 山 愼 治
判 事 片 田 信 宏
判 事 田 邊 三保子
判 事 山 本 万起子

判 事 細 野 高 広
判 事 澤 村 智 子

特 別

裁半ll長

８
１
１
１
１
１
１
１

立
口
土
十
止
十
山
十
半
ｌ
半
‐
半
‐
半
十

特 別

裁判長 吉 村 典 晃

長谷川 恭 弘
杉 山 愼 治
片 田 信 宏

田 邊 三保子
山 本 万起子

澤 村 智 子
事
事
事
事
事
事
事

I2 金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事
判 事

2 金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事
判 事

判 事
判 事

'2

吉 田 尚 弘
山 田 耕 司

升 川 智 道

尚 弘

耕 司
智 道
剛 史
うらら

吉 田

山 田

升 川
平 野

南 事 山 田
事 南

兼 司
具 行・戸・
ノ つ しつ

Ｉ
Ｊ
Ｉ

半
半

(刑事）
判 事
判 事

第2部
裁判長

(刑事）
判 事
判 事
判 事
判 事

部
長
２
判

第
裁 ’

耕 司

智 道
耕 司

智 道
剛 史
うらら

山
升山 田

升 川

平 野
南

田

川

判 事 山
半ll 事 南

兼 司
うらら

ｌｍｍ－

_ Q －
J



（5）令和6年5月24日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

｜
’

新旧

1 本庁

民事第1部
1 本庁

民事第1部
裁判長 判

判

判

判

事 松 村

事 加 藤
享 石 川

享 本 松

徹

員 祥
真紀子

智

裁判長

判
判
判
判

事
事
事
事

長谷川
加 藤
石 川

本 松

恭 弘（兼務）
員 祥

真紀子
毎J
‐日

次のとおり変更した．（6）令和6年6月5日から、

〔第1 裁判官の配置〕

｜
' 新旧

l 本庁
民事第1部
裁判長 判 事 吉 田 彩

l 本庁

民事第1部
裁半ll長 判

判

判

判

恭 弘（兼務）
員 祥
真紀子

智

事
事
事
事

長谷川

加 藤
石 川

本 松

事

藤
川
松

加
石
本

判
判
判

員 祥
真紀子

智

事
事’

’

裁判官に差し支えがあるときの代理順序の定めの一部変更について

･令和6年4月1日から、次のとおり変更した。

2

[第3 裁判官に差し支えがあるときの代理順序〕

新旧

2 金沢支部
（1）裁判長に差し支えがあるときは、その
部に属する他の裁判官又は他の部の裁
判長のうち、支部長が指名する裁判官が

代理する。
（2）一の部に属する裁判官に差し支えがあ
り、当該部の裁判官によって合議体を構
成することができないときは、他の部に

2 金沢支部

（1）裁判長に差し支えがあるときは、その
部に属する他の裁判官又は他の部の裁

判長のうち、支部長が指名する裁判官が
代理する。

（2）一の部に属する裁判官に差し支えがあ

り、当該部の裁判官によって合議体を構
成することができないときは、他の部に’

－4－



口
属する裁判官のうち、支部長が指名する

裁判官が代理する。
（3）裁判長又は裁判官に差し支えがあり、

（1）及び（2）の定めによることがで

きない特別の事情があるときは、長官が
指名する本庁又は支部の裁判官が代理
する。

属する裁判官のうち、支部長が指名する
裁判官が代理する。

があり、

ことがで

、長官が
が代理

報告事項

事件の回付について

別紙第1のとおり

第2

1

裁判官の職務代行について

別紙第2のとおり

ワ
ー

各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別紙第3のとおり

3

裁半ll官以外の裁判所職員の人事異動等につb

別紙第4のとおり

て4

裁判官以外の裁判所職員の昇格等について

別紙第5のとおり

F

D

その他

別紙第6及び別紙第7のとおり

6

－ 5 －



(別紙第1）

回付事件一覧

事件名等係属庁決定日 回付先

被告人■■■■こ係る保釈許可決定に対する異議申
立事件(当庁金沢支剖 ｜）

本庁

刑事第1部
金沢支部第1部令和5年12月28日



(別紙第2）

裁判官の職務代行について

i 轍務代行期佃

|…"序’ |姶期’
現 官 職職 務 代 行 庁 新 官 願 氏 名 発令庁発 令 日命･免

始期 1瓢『

名古屋地判事･名古屋横 江 麻里子 iR6.1.4 iR6.3.2] |高裁
簡裁判事

福井地家判事補･福井1摸 利 純 史 IR6.1.30 R6.2.1 高裁
簡裁判事

名古屋高金沢支判事.!升 川 智 道 R6.1.31 1R6.2.1 高裁
金沢簡裁判事

名古屋高金沢支判事・平 野 剛 史 R6.26 R6.2.b '高裁
金沢簡裁判事

R6.1 .4 1名古屋家岡崎支｜

判事 ’

命
一
命 高裁R6.1.30 金沢地家鮠島支

判事補･輪島簡裁
判事

l ~~－

金沢地家七尾支

判事･七尾簡裁判

蔓
金沢地家輪島支
判事･輪島闇裁判
事
金沢地家七尾支

判事･七尾簡裁判
事
金沢地家輪島支
判事･輪島簡裁判
事

七尾簡裁判事

R6．1．31

命

R6.2.6

命

日下部 祥 R6.2.7 1"2.8

鰡劉…卿|=…『
高裁R6-2-7

命

高裁

|騨熱職"" " ""､'@
R6.2.14

命

一-一 一一一一

｜高裁可言江繭裁判事 ｜山颪零~謡 R6.2.15 R6,2.16R6.2.15

・命

命

名古屋高半ﾘ事･名古屋 三 橋 泰 友 R6.2.21 R6.2.23 高裁
簡裁判事

富山家地判事･富山簡澁 谷 輝 ニーーー 猿6.2.22 R6.2_22 高裁
裁判事

福井地家判事(部総内山孝二IR62歯一|"".篇裁
括)･福井簡裁判事

｜－ ’－－

譽職認’金沢I

判事

嘉一
金沢：
判事

R6.2.21

２２

．
２

ｌ
６

－
Ｒ

R"2’蕊耀蕊,!|
一 ‐上蔓一
R6.2.23 .金沢地家輪島支I

命

判事･輪島簡裁判
事
金沢家判事･珠洲I

|簡裁判事
輪島簡裁判事 ‘

《
叩

井 洋 |R6.227 1RE2.27 1窩薮富山地家判事(部総 松

括)･富山簡裁判事

l - --

1魚津簡裁判事 ‘久

福井地家半ﾘ事補･福井徳
簡裁判事

↓‐ ,
i福井地判事補 田

R6,2.27

命

命

犀
一露

保 則 昭 I R6.2.28iR6‘3.1R6.2.28

金沢地家七尾支1－. … ‐一

’
９

｜狸－６ｌＲ

井 隆 一 R6.2.29‘R6.3.1

轤董.七尾簡裁’
命
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(別紙第3）

各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

l 令和6年2月23日から、次のとおり変更した。

［第6 各種委員及び係裁判‘自'〕
I

'

|

I

新|日

2 判例委員会
委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事

列委員会

長 官

判 事
判 事
判 事
判 事
判 事
判 事
判 事
半l1 事
判 事

判 事
判 事

１判
長
員

事
巨
員

２
委
委
同
同
同
同
同
同
同
幹
同
同

-－ 洋

恭 弘

愼 治
信 宏

徹
三保子

尚 弘(金沢支部）
健 夫

英 司

八 木

長谷川

杉 山

片 田

松 村

田 邊
吉 田
筒 井
上 杉

八 木 一 洋

長谷川 恭 弘
杉 山 愼 治
片 田 信 宏
松 村 徹
田 邊 三保子
吉 田 尚 弘(金沢支部）
筒 井 健 夫
上 杉 英 司

後 藤 隆
澤 村 智 子(事務局長）
亀 村 惠 子

子(事務局長）
子

事
事 村

上＋

↑1

智
恵子(事務局長)|幹

子 ，|司

事 判

判

澤
亀

l 資料事務指導係裁判官資料事務指導係裁判官
判 事 後 藤
判 事 山 本
判 事 澤 村

4

隆

万起子

智 子(事務局長）

本
村判

半l1

山
澤

事
事 万起子

智 子(事務局長）！
2 令和6年2月27日から、次のとおり変更した

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

’ 新

2 判例委員会

委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事

2 判例委員会
委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事

同 判 事

同 判 事
幹 事 判 事
同 判 事

八 木

長谷川

杉 山

片 田

松 村
田 邊
吉 田

八 木

長谷川

杉 山

片 田

松 村

田 邊
吉 田

筒 井
上 杉

澤 村
亀 村

一 洋

恭 弘

愼 治
信 宏

徹

三保子

尚 弘(金沢支部）

健 夫

英 司

智 子(事務局長）
恵 子

拝
弘
治
宏
徹
守
弘
一

偽

一

｜
恭
愼
信

三
尚

(金沢支部）

(事務局長）

英
智
恵

一
杉
村
村

上
澤
亀

事
事
事

英
智
恵

判
判
判

司

子(事務局長）
子

同
幹
同

司
子
子事

旧



3 令和6年4月1日から、次のとおり変更した

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

2 判例委員会
委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事

|司 判 事

同 判 事

同 判 事
同 判 事

同 判 事

2 判例委員会
委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事
同 判 事

幹 事 判 事
同 判 事

八 木 一 洋

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治
片 田 信 宏
松 村 徹
田 邊 三保子
吉 田 尚 弘
中 村 さとみ

山 本 万起子

八 木 一 洋
長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治
片 田 信 宏
松 村 徹
田 邊 三保子
吉 田 尚 弘(金沢支部）
上 杉 英 司

澤 村 智 子(事務局長）
亀 村 恵 子

(金沢支部）

事幹
同
同

１
１
１

半
半
‐
半

野
村
橋

細
澤
三

事
事
事

高
智
泰

広

子(事務局長）
友

3 広報委員会
委員長 判 事

3 広報委員会

委員長 判 事
委 員 半'’ 事
同 判 事
|司 判 事

子(事務局長）
明

伸
ら（金沢支部）

村 智 子(事務局長）澤 村
入 汀

谷 口

南 ｊ

萢１レ▽

智
克
吉
う

、,ロエコ

イ幸

委 員 判 事 石 川 真紀子

１
１

準
十
半
十

事
事 松 田 克 之

南 うらら（金沢支部）

同
同

資料事務指導係裁判官
判 事 山 本 万起子

判 事 澤 村 智 子(事務局長）

資料事務指導係裁判官
判 享 山 本 万起子

判 事 澤 村 智 子(事務局長）
判 事 松 田 克 之

44

I

5 研修指導係裁判官
判 事 鈴 木 幸

研修指導係裁判官
判 事 溝 口 理 佳

5

男



4 令和6年5月24日から、次のとおり変更した。

｛第6 各種委員及び係裁半ll官〕

1
1

雨』ず『一

羽T旧
会
官
事
事
事

判例委員
長 長

員 判
判

判

2 判例委員会
委員長 長 官
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事

|司 判 事

幹 事 判 事

|同 判 事
,同 判 事

2

委員洋 八 木

長谷川
杉 山

片 田

洋
弘
治
宏

一
恭
愼
信

谷

八
長
杉
片
松
田
吉
中
山
細
澤
三

木 一

恭 弘

愼 治
信 宏

徹

三保子

尚 弘(金沢支部）
さとみ

万起子

高 広

智 子(事務局長）
泰 友

委
同
同

川
山
田
村
邊
田
村
本
野
村
橋

｜

事

一
同
同
同
同
幹
同
同

事 田 邊
事 吉 田

事 中 村
享 山 本

事 細 野
享 澤 村
事 三 橋

ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ

半
半
半
半
半
半
半

三保子

尚 弘

さとみ

万起子
高 広

智 子
泰 友

、
－
ノ

、
Ｉ
ノ

ー音
長

支
局

沢
務

金
事

１
１

5 令和6年6月5日から、次のとおり変更した

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

2 判例委員会

八 木 一 洋 委員長 長 官

長谷川 恭 弘 委 員 判 事
杉 山 愼 治 同 判 事
片 田 信 宏 同 判 事
田 邊 三保子 同 判 事

態黒'…‘，唱主||；
細 野 高 広 同 判 事

澤 村 智 子(事務局長）幹 事 判 事
三 橋 泰 友 判 事

隅 判事

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事

幹 箏 判 事
同 判 事
同 判 事

八 木

長谷川

杉 山

片 田

田 邊
吉 田
吉 田

中 村
山 本

細 野

澤 村
三 橋

一 拝

恭 弘

愼 治
信 宏
三保子

尚 弘(金沢支部）
彩

さとみ

万起子

高 広

智 子(事務局長）’
一 半一≦

試蒔 ；又



【参考：令和6年7月1日からの常置委員】

TKｱr--

未ﾉT旧

1 常置委員会
常置委員会規程2条1項1、2号の委員
委員長 長 官 八 木 一 洋

判 事 長谷川 恭 引、

判 事 杉 山 愼 治
判 事 吉 村 典 晃

． 判 事 片 田 信 宏
判 事 田 邊 三{呆子
判 事 吉 田 彩
判 事 中 村 さとみ

常置委員会規程2条1項3号の委員
判 事 加 藤 員 祥

l 常置委員会
常置委員会規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 八 木 一 洋

判 事 長谷川 恭 弘
判 事 杉 lll 愼 治
判 事 吉 村 典 晃
判 事 片 田 信 宏
判 事 田 邊 三保子
判 事 吉 田 彩
判 事 中 村 さとみ

常置委員会規程2条1項3号の委員
判 事 金 谷 和 彦
判 事 入 江 恭 子

常置委員会規程2条1項4号の委員
支部長 吉 田 尚 弘

判 事

判 事
判 事

常置委員会規程2
判 事

〕
貝

移
み
委
祥
一

韮
託
眞

半l1 事 細
ー－L－

ｰ

｢戸］ 広野

常置委員会規程
支部長

2条1項4号の委員
吉 田 尚 弘



(別紙第4）

常置委員会詑問毎事項

裁判官以外の裁半ﾘ所畷員の人事異動等について
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令,， ’ 昆専裁発令主項

般高蔦跨i1羽項

岐阜家庵裁判所戴判所事荘･色（手壇昂伝

･潮任，嗣忘裁発今巾‘関！

昆専裁発令主項

■､､ 缶 与『 畦 ｡= 色 ＝
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|恨商黄発病ﾐ“
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１
．

尺“】

『
Ｉ
旦
干全
わ キ ヨ ＝

口座1 rlq

令栗晏負

両両'備子｜…蓼庭識判”'“↑訓蠕蕊農《諾君主隆刻“側訂劉誘 誼『綱と‘菰発令事J負フミ陽寡蝿六$､ギルル'泳瓜唾燭'｣,戸｢,圏卉.呉．’『跨与:1二f7家,這る.二｣〃｢封だ,.‘卜宿ﾔﾛf’4．1



唾家猩壷半ﾘ汗家Iさ裁判P月調青官（臆括土任宗夷鐵斗'1所厩査官和6－411鳥居 貴異-宇昌.鳥居 貴異手和6-4.1
|最悪裁究令弟項
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常藷委員会諮問篭事項

| 発令日 ’ 氏名 ’ 旧所属・官職 I 新所属・官職 備考



桧間委員会調li)等単項

新所属・官騒 備考｜発令日’ 氏名 ’ i自所感・直肇



爺宜壷働会祷間等小凋

’i発令日I 氏名 備考素･所属 官職｢lyf風 ‘官職

’









営圃委員会請問等寧項

公考秀今Ll l 氏名 斬所屋・官職旧所属‘官蹴

■



常掴委員会踏問等事項

琴所属･官職 偽考旧"I属・官聴発令日 ｜ 氏名

■■



帛置委員会亀限訂串胴

’

’
発令巳 氏名 'ﾛ所厘・宮瞳 新所嵐・官庫 偏考



名簿1

(別紙第5）
裁判官以外の裁判所職員の昇格等について

■■■■■■■

異動・任命後

|…’
！ ’現在

｜”属『｜”‘｜”鳩”’
俸給表 昇格級 氏名 備考

所属庁所属庁 職名 職名



名簿1



名簿2

■■■■■■■

-F

|…'一“｜・“1｡“’
異動・任命後

'｜

’

俸給表
所属庁 職名

｜
’

|~－－ 1一‐ I



名簿3

現在 異動・任命後

蔭総…綴｜“‘ ”臆『 ､ゞ ”属『 ”名
昇格級 備考俸給表

所属庁 職名職名 所属庁氏名



名簿4

■■■■■■■

異動・任命後' 現在

｜”属『’
備考俸給表 昇格級

所属庁 職名所属庁 職名氏名



名簿5

’

“、 ”属”“‘”息－－｜”属岸…命．俸給表昇格級

1

｜職堪
備考俸給表 昇格級

所属庁職名所属庁



名簿6

L |

｜
』 異動・任命後

|…「
’ 現在

|－雨属〆｜“、｜“騰庁’
備考昇格級俸給表

所属庁 職名所属庁 職名氏名



名簿7

｜
'

’

|蝋”俸給表

異動・任命後

職名 、 所属庁 職名 ｜”篝

’ ’

！
l
l
l

’
1

1 ’



名簿7

’
’ ’ ’現在 異動・任命後

｜”属”｜”‘｜”属Iテ｜”≦’
昇格級 備考俸給表

所属庁所属庁 職名 職名



名簿1

’

！ 異動・任命後I 現在

｜”鮒｜”。 ’癖庁｜‐”。’
備考俸給表 昇格級 氏名

所属庁 職名所属庁 職名

’



(別紙第6）

令和6年1 月24日

名古屋高等裁判所長官 八 木 一 洋

包 括 的 相 互 補 助 命 令

名古屋高等裁判所管内の各裁判所における令和6年能登半島地震への対応に当た

り、下級裁判所事務処理規則第11条に基づき、1月25日から当面の間、勤務を

指定された裁判所以外の裁判所の事務を処理させるため、各裁判所の裁判所書記官、

裁判所事務官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補及び裁判所技官に相互補助

を命ずる。



（別紙第7）

開示申出状況 令和6年6月1日現在

｜
'

申肥日
(受理日）

開示申出内容（司法行政文書の名称等） 終局（通知）日 終局（通知）結果 苦情の有無

－部開示

(不開示情報）
令和5年11月29日

(令和5年12月4日）
令和5年12月21日 なし’

ｊ

日
日

９
２

２
２

月
月

２
２

年
年
６
６

和
和

く
わ
今
わく 令和6年3月4日 全部開示 なし2

不開示

(文書不存在）
令和6年1月30日
(令和6年2月5日）

令和6年3月29日

３

不開示

(文書不存在）

日
日

２
５

２
２

月
月

４
４

年
年

６
６

和
和

《
和
合
祠 令和6年5月23日 あり昭｜

■I

ｊ

日
日

５
０

２
３

月
月

４
４

年
年

６
６

和
和

〈
祠
合
羽 令和6年5月23日 全部開示5

※ 令和5年12月1日から令和6年6月1日までに終局（通知）をした開示申出である。

※ 上記のほか、令和6年6月1日までに終局（通知）をしていない開示申出が30件ある。


